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犬山市議会第５３号議案  

 

   犬山市附属機関設置条例の一部改正について  

 

 犬山市附属機関設置条例の一部を改正する条例を別紙のように定め

るものとする。  

 

  令和８年６月５日提出  

 

                   犬山市長  原   欣  伸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （説  明）  

 この案を提出するのは、公共施設のネーミングライツパートナーの

選定に係る附属機関を統合するため必要があるからである。  
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   犬山市附属機関設置条例の一部を改正する条例  

 

 犬山市附属機関設置条例（平成２８年条例第３６号）の一部を次の

ように改正する。  

 別表第１中  

「  

                              」  

を  

「  

犬山市スポー

ツ表彰審査委

員会  

市長の諮問に応じ、犬山市

スポーツ表彰規則（平成２

９年規則第３号）の規定に

基づく犬山市スポーツ賞の

被表彰者の選定に関する事

項等について審査する。  

１０人

以内  

２年  

犬山市文化史

料館南館ネー

ミングライツ

パートナー選

定委員会  

市長の諮問に応じ、犬山市

文化史料館南館の愛称を命

名する権利を付与する事業

者の選定に関する事項につ

いて審議する。  

７人以

内  

審議期間  

犬山市体育館

ネーミングラ

イツパートナ

ー選定委員会  

市長の諮問に応じ、犬山市

体育館の愛称を命名する権

利を付与する事業者の選定

に関する事項について審議

する。  

７人以

内  

審議期間  

犬山市公共施

設ネーミング

ライツパート

ナー選定委員  

市長の諮問に応じ、公共施

設の愛称を命名する権利を

付与する事業者の選定に関

す る 事 項 に つ い て 審 議 す 

７人以

内  

審議期間  
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                              」  

に改める。  

   附  則  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

２  犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例（昭和３１年条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  別表中  

 「  

プロポーザル審査委員会  委員  日額  ７，２００円  

                              」  

 を  

 「  

公共施設ネーミングライツパートナ

ー選定委員会  委員  

日額  ７，２００円  

プロポーザル審査委員会  委員  日額  ７，２００円  

                              」  

 に、  

 「  

史跡東之宮古墳整備委員会  委員  日額  ７，２００円  

犬山市文化史料館南館ネーミングラ

イツパートナー選定委員会  委員  

日額  ７，２００円  

                              」  

 を  

会  る。    

犬山市スポー

ツ表彰審査委

員会  

市長の諮問に応じ、犬山市

スポーツ表彰規則（平成２

９年規則第３号）の規定に

基づく犬山市スポーツ賞の

被表彰者の選定に関する事

項等について審査する。  

１０人

以内  

２年  
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 「  

史跡東之宮古墳整備委員会  委員  日額  ７，２００円  

                              」  

 に、  

 「  

天然記念物ヒトツバタゴ自生地保存

活用計画策定委員会  委員  

日額  ７，２００円  

犬山市体育館ネーミングライツパー

トナー選定委員会  委員  

日額  ７，２００円  

                              」  

 を  

 「  

天然記念物ヒトツバタゴ自生地保存

活用計画策定委員会  委員  

日額  ７，２００円  

                              」  

 に改める。  
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○犬山市附属機関設置条例の一部改正のための新旧対照表 

新（改正後） 旧（改正前） 

別表第１（第２条関係） 

 市長の附属機関 

名称 担任する事務 委員の定数 委員の任期 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

犬山市公共施

設ネーミング

ライツパート

ナー選定委員

会 

市長の諮問に応じ、公共施設

の愛称を命名する権利を付与

する事業者の選定に関する事

項について審議する。 

７人以内 審議期間 

犬山市スポー

ツ表彰審査委

員会 

市長の諮問に応じ、犬山市ス

ポーツ表彰規則（平成２９年

規則第３号）の規定に基づく

犬山市スポーツ賞の被表彰者

の選定に関する事項等につい

て審査する。 

 

 

 

 

１０人以内 ２年 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

 

別表第１（第２条関係） 

 市長の附属機関 

名称 担任する事務 委員の定数 委員の任期 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

犬山市スポー

ツ表彰審査委

員会 

市長の諮問に応じ、犬山市ス

ポーツ表彰規則（平成２９年

規則第３号）の規定に基づく

犬山市スポーツ賞の被表彰者

の選定に関する事項等につい

て審査する。 

１０人以内 ２年 

犬山市文化史

料館南館ネー

ミングライツ

パートナー選

定委員会 

市長の諮問に応じ、犬山市文

化史料館南館の愛称を命名す

る権利を付与する事業者の選

定に関する事項について審議

する。 

７人以内 審議期間 

犬山市体育館

ネーミングラ

イツパートナ

ー選定委員会 

市長の諮問に応じ、犬山市体

育館の愛称を命名する権利を

付与する事業者の選定に関す

る事項について審議する。 

７人以内 審議期間 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

 

 


